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盛
岡
市
北
部
に
位
置
す
る
緑
が
丘
か
ら

松
園
に
か
け
て
の
地
域
は
、
昭
和
三
十
年

二
月
に
当
時
の
玉
山
村
大
字
上
田
の
一
部

（
人
口
四
百
二
十
二
人
、
面
積
七
・
八
八

平
方

）
が
境
界
変
更
さ
れ
、
玉
山
村

か
ら
盛
岡
市
へ
一
部
編
入
と
な
っ
た
地
域

で
す
。
そ
の
後
、
住
宅
地
と
し
て
の
開
発

が
進
み
、
約
二
万
人
が
暮
ら
す
松
園
団
地

を
は
じ
め
、
県
内
で
も
有
数
の
住
宅
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
二
月
に
は
、
観
音
橋
に

続
き
小
野
松
橋
が
完
成
、
こ
れ
に
よ
り
平

成
六
年
度
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
玉
山
村

道
黒
石
野
門
前
寺
線
の
拡
幅
改
良
工
事
が

完
了
し
、
玉
山
村
の
中
心
部
と
盛
岡
市
を

直
接
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
で
あ
る
「
玉
山
村
道

黒
石
野
門
前
寺
線
・
盛
岡
市
道
本
町
通
二

丁
目
小
鳥
沢
三
号
線
」が
開
通
し
ま
し
た
。

こ
の
路
線
の
開
通
に
よ
っ
て
、
交
通
量

も
大
幅
に
増
え
、
両
市
村
の
境
界
を
越
え

た
交
流
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
進
展
し
て
い

ま
す
。 キ

ロ

メ
ー
ト
ル

盛
岡
市
と
玉
山
村
の
縁

「
緑
が
丘
〜
松
園
」

盛岡市と玉山村をつなぐ小野松橋（平成14年12月に開通）

小野松橋、観音橋周辺の略図
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新
市
建
設
計
画(

案)

が
第
三
回
、
第
四
回

の
協
議
会
で
事
務
局
か
ら
説
明
さ
れ
、
新
市

の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
を
「
交
流
」

「
安
心
」「
共
生
」「
創
造
」
と
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
新
市
の
将
来
像
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
を
「
活
力
に
満
ち
、
詩
情
あ
ふ
れ
る
新

県
都
」と
す
る
こ
と
等
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
計
画
（
案
）
の
中
に
中
核
市
へ
の

移
行
を
盛
込
む
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
回
協
議
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
協
議

会
で
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
に
よ
り
修

正
を
加
え
た
計
画
（
案
）
が
説
明
さ
れ
、
県

と
の
事
前
協
議
に
着
手
す
る
こ
と
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

三
回
の
協
議
会
で
承
認
さ
れ
た
合
併
協
定

項
目
の
中
か
ら
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

合
併
後
の
新
市
の
名
称
は
、
盛
岡
市
と
し

ま
す
。

一

新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
現
盛
岡
市
役

所
と
し
ま
す
。

二

玉
山
村
の
現
庁
舎
は
、
総
合
支
所
の
機

能
を
有
す
る
施
設
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

一

玉
山
村
の
議
会
の
議
員
は
、
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
、
盛
岡
市
の

議
会
の
議
員
の
任
期
で
あ
る
平
成
十
九
年

五
月
一
日
ま
で
は
、
引
き
続
き
盛
岡
市
の

議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
（
以
下
「
在
任

特
例
期
間
」
と
い
う
。）
し
ま
す
。

二

合
併
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ

る
一
般
選
挙
か
ら
、
地
方
自
治
法
第
九
十

一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
盛
岡
市
の

議
会
の
議
員
の
定
数
は
四
十
二
人
と
し

ま
す
。

三

在
任
特
例
期
間
に
お
け
る
玉
山
村
の
議

会
の
議
員
で
あ
っ
た
者
の
報
酬
に
つ
い
て

は
、
月
額
二
十
二
万
四
千
円
と
し
ま
す
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第

五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併

第
三
回
盛
岡
市
・
玉
山
村
合
併
協
議
会
（
会
長
　
谷
藤
裕
明
盛
岡
市
長
）
を
十
二
月

二
十
一
日
、
第
四
回
協
議
会
を
一
月
六
日
、
第
五
回
協
議
会
を
一
月
二
十
日
に
そ
れ
ぞ

れ
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
新
市
建
設
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
新

市
の
将
来
像
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
合
併
協
定
項
目
六

十
項
目
の
う
ち
四
十
一
項
目
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
（
下
表
）。
今
回
は
、
こ
れ
ら

三
回
の
協
議
会
で
話
し
合
わ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
市
将
来
像
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
承
認

「「「「
活活活活
力力力力
にににに
満満満満
ちちちち
、、、、

詩詩詩詩
情情情情
ああああ
ふふふふ
れれれれ
るるるる
新新新新
県県県県
都都都都
」」」」

中
核
市
へ
の
移
行
を
目
指
す

四
十
一
項
目
の
合
併
協
定

項
目
を
協
議

新
市
の
名
称

新
市
の
事
務
所
の
位
置

議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い

地
域
自
治
制
度
の
取
扱
い

新
市
の
名
称

新
市
事
務
所
の
位
置

議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

地
方
税
の
取
扱
い

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

地
域
自
治
制
度
の
取
扱
い

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

使
用
料
、手
数
料
等
の
取
扱
い

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

補
助
金
、交
付
金
等
の
取
扱
い

町
名
、字
名
の
取
扱
い

慣
行
の
取
扱
い

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

消
防
団
の
取
扱
い

行
政
区
の
取
扱
い

広
報
広
聴
事
業

納
税
関
係
事
業

消
防
防
災
関
係
事
業

交
通
対
策
事
業

保
健
事
業

衛
生
事
業

障
害
者
福
祉
事
業

高
齢
者
福
祉
事
業

児
童
福
祉
事
業

保
育
事
業

健
康
づ
く
り
事
業

ご
み
・
し
尿
処
理
事
業

環
境
対
策
事
業

農
業
関
係
事
業

畜
産
・
林
業
関
係
事
業

商
工
観
光
関
係
事
業

都
市
整
備
事
業

上
下
水
道
事
業

市
村
立
学
校
設
置
・
学
校
給
食
事
業

学
校
教
育
事
業

文
化
・
芸
術
振
興
事
業

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策

社
会
教
育
事
業

情
報
公
開
制
度
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前
の
玉
山
村
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
地
域

自
治
区
を
設
置
し
ま
す
。（
下
図
参
照
）

・
地
域
自
治
区
の
名
称

玉
山
区

・
設
置
期
間

合
併
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

・
事
務
所
の
位
置

玉
山
村
大
字
渋
民
字
泉
田
七
七
―
一

（
現
玉
山
村
役
場
）

・
事
務
所
の
名
称

玉
山
総
合
事
務
所

・
所
管
区
域

合
併
前
の
玉
山
村
の
区
域

・
事
務
所
の
長

事
務
所
長
に
代
え
、
十
年
間
は
特
別
職

の
区
長
を
置
く
。

・
地
域
協
議
会

玉
山
区
の
区
域
に
係
る
事
務
に
関
し
、

市
長
等
か
ら
諮
問
さ
れ
た
重
要
な
事
項

等
を
審
議
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

委
員
は
十
五
人
以
内
と
す
る
。

一

町
、
字
の
名
称
及
び
区
域
は
、
原
則
現

行
ど
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
玉
山
村

の
「
大
字
」
の
二
字
を
削
除
し
て
簡
素
化

を
図
り
ま
す
。

二

同
一
の
町
名
、
字
名
に
つ
い
て
は
合
併

前
に
調
整
し
ま
す
。

・
同
一
の
町
名
、
字
名

①
盛
岡
市
　
永
井
○
○
地
割

玉
山
村
　
大
字
永
井
字
○
○

②
盛
岡
市
　
上
田
字
○
○

玉
山
村
　
大
字
上
田
字
○
○

＊
な
お
、
地
域
自
治
区
を
設
置
す
る
こ
と

か
ら
住
居
表
示
に
は
「
玉
山
区
」
を
つ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

例
　
合
併
前
　
玉
山
村
大
字
渋
民
字

泉
田
七
七
―
一

合
併
後
　
盛
岡
市
玉
山
区
渋
民

字
泉
田
七
七
―
一

一

新
市
の
組
織
・
機
構
に
つ
い
て
は
、
次

の
事
項
に
基
づ
き
整
備
し
ま
す
。

（
一
）
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
十
分
配
慮
し
た
組
織
・
機
構
と
し

ま
す
。

（
二
）
住
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
利
用
し

や
す
い
組
織
・
機
構
と
し
ま
す
。

（
三
）
地
方
分
権
や
新
た
な
行
政
課
題
に

迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る
組
織
・
機

構
と
し
ま
す
。

（
四
）
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構
と

す
る
た
め
、
住
民
生
活
に
直
接
影
響
を
与

え
な
い
管
理
部
門
及
び
事
務
事
業
の
遂
行

上
よ
り
効
果
的
に
進
め
る
こ
と
が
可
能
と

判
断
さ
れ
る
部
門
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
統
合
す
る
と
と
も
に
、
住
民
生
活
に
急

激
な
変
化
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮

の
う
え
段
階
的
に
再
編
、
見
直
し
を
図
り

ま
す
。

二

玉
山
総
合
事
務
所
の
組
織
・
機
構
に
つ

い
て
は
、
次
の
事
項
に
基
づ
き
整
備
し
ま

す
。

（
一
）
住
民
生
活
に
密
着
し
た
窓
口
業
務

の
執
行
並
び
に
地
域
振
興
策
及
び
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
施
策
を
推
進
す
る
組
織
・
機
構
と

し
ま
す
。

（
二
）
巻
堀
出
張
所
、
玉
山
出
張
所
及
び

藪
川
出
張
所
は
、
出
張
所
と
し
て
存
続
さ

せ
ま
す
。

三

附
属
機
関
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に

基
づ
き
整
備
し
ま
す
。

（
一
）
市
村
に
置
か
れ
て
い
る
附
属
機
関

等
は
、
原
則
と
し
て
統
合
し
ま
す
。

な
お
、
独
自
に
置
か
れ
て
い
る
附
属
機

関
等
に
つ
い
て
は
、
実
態
を
考
慮
し
、
整

備
し
ま
す
。

（
二
）
委
員
構
成
に
つ
い
て
は
、
両
市
村

の
長
が
地
域
性
に
配
慮
し
な
が
ら
別
に
協

議
し
て
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

事
務
組
織
及
び
機
構
の

取
扱
い

町
名
、
字
名
の
取
扱
い

 

合併特例制度としての地域自治区の組織イメージ
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※ 合併協議会だよりは、岩手県の地域活性化事業調整費補助金を活用して作成しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

Ａ
「
在
任
特
例
制
度
」
と
は
、
編
入

合
併
の
場
合
、
原
則
と
し
て
編
入

さ
れ
る
自
治
体
の
議
員
は
身
分
を
失
い
ま

す
が
、
合
併
に
伴
う
特
例
と
し
て
、
合
併

後
も
引
き
続
き
新
市
の
議
員
と
し
て
在
任

す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
す
。
な
お
、

在
任
特
例
期
間
は
、
編
入
す
る
自
治
体
の

議
員
の
残
任
期
間
と
な
り
ま
す
。

こ
の
特
例
に
よ
り
次
の
よ
う
な
効
果
が

期
待
で
き
ま
す
。

①
合
併
に
関
わ
っ
た
議
員
が
合
併
後
に

も
一
定
期
間
在
任
し
、
そ
の
意
見
を
新
市

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
市
ま
ち

づ
く
り
の
効
果
が
一
層
発
揮
さ
れ
る
こ

と
。②

地
域
の
議
員
数
が
急
激
に
減
少
す
る

こ
と
で
住
民
の
声
が
施
策
に
反
映
さ
れ
な

く
な
る
の
で
は
と
の
懸
念
に
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。

Ａ
「
地
域
自
治
区
」
と
は
、
合
併
に

伴
う
行
政
区
域
の
広
が
り
に
よ

り
、
住
民
の
声
が
行
政
に
届
き
に
く
く
な

る
と
い
う
懸
念
に
対
応
し
、
合
併
前
の
地

域
性
や
歴
史
な
ど
を
生
か
し
つ
つ
、
合
併

後
の
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
円
滑
に
進

め
る
た
め
、
市
町
村
合
併
特
例
法
に
基
づ

き
、
合
併
時
の
特
例
と
し
て
設
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

な
お
、
地
域
自
治
区
に
は
、
住
民
の
意

見
を
取
り
ま
と
め
る
地
域
協
議
会
と
、
住

民
に
身
近
な
事
務
を
住
民
と
の
連
携
を
図

り
な
が
ら
処
理
す
る
事
務
所
の
双
方
を
必

ず
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
「
地
域
自
治
区
」
と
は
な
ん

で
す
か

盛岡市・玉山村合併協議会では，住民の皆さ

んに広く情報を提供するためホームページを開

設しています。

協議会の資料や会議録

などの情報を

掲載しており

ますのでどうぞ

ご覧下さい。

Ｑ
「
在
任
特
例
制
度
」
と
は
な

ん
で
す
か

協
議
会
で
は
一
月
十
三
日
に
、
協
議
会
委

員
で
も
あ
る
、
野
本
祐
二
岩
手
県
市
町
村
課

総
括
課
長
を
講
師
に
迎
え
「
こ
れ
か
ら
の
地

方
自
治
を
考
え
る
」
と
題
し
て
市
町
村
合
併

講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

市
町
村
合
併
が
必
要
と
さ
れ
る
背
景
や
そ

の
効
果
、
中
核
市
移
行
へ
の
メ
リ
ッ
ト
や
地

域
自
治
区
の
制
度
な
ど
に
つ
い
て
、
丁
寧
に

説
明
さ
れ
る
講
演
に
、
約
一
五
〇
名
の
聴
衆

は
熱
心
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

市
町
村
合
併

講
演
会
を
開
催


